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吉野川水系河川整備計画

報告事項

国土交通省四国地方整備局

よしのがわ

平成２３年８月５日

第１回 四 国 地 方 整 備 局

事業評価監視委員会説明資料
資 料 － ８

H23.7.２1.





１．概 要
平成21年度 第5回四国地方整備局事業評価監視委員会で報告した「吉野川水系河

川整備計画（報告事項）」の費用対効果（B/C）の算出過程において間違いがあり、
誤った報告を行っていた。このため、再計算を行った結果、Ｂ／Ｃの値が4.66から
4.50となった。

２．修正発生の原因
事業実施後の氾濫計算を実施する際に、破堤条件の設定漏れがあり、以下の３地

点の特定の確率に対する計算が、適切に実施されていなかった。
このため、費用対効果が大きめに算出された。
計算ケース：舞中島箇所（1/15確率）、毛田箇所（1/50）、西林箇所（1/150）

３．今後の対応
現在、ＨＰに掲載されている平成21年度 第5回事業評価監視委員会の報告資料を

修正し、掲載する。修正箇所の詳細は、参考資料のとおり。

報告内容
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①氾濫シミュレーションの実施のステップで３ケースの破堤条件の設定漏れがあった

②前ステップの破堤条件の設定漏れによって、想定被害額に差異が生じた（様式３、４）

③前ステップで想定被害額に差異が生じた事によって、総便益の算定に差が生じた

④前ステップで総便益に差異が生じた事によって、B/CやB‐C、EIRRに差異が生じた

②‐1：便益の主な根拠である、年平均浸水軽減戸数や年平均浸
水軽減面積に差異が生じた。（委員会使用‐事業評価カルテ）

治水経済調査マニュアルより抜粋

吉野川水系河川整備計画（報告事項）における破堤条件設定漏れの修正とその影響範囲について

③‐1：便益の内訳表（総便益のうち、一般資産、農作物、公共土木
などのそれぞれの効果）に差異が生じた。（委員会資料‐費用

対効果の分析結果）
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○修正前（公表済み） ○修正後（修正箇所を赤で示す。）

P.2 事業評価カルテにおける修正
②‐1想定被害額の算出の根拠、④総便益、費用対効果の修正に伴い表中の数値の修正が必要となったため

河川事業

担当課 事業

担当課長名 主体

1,215

・現在岩津下流（吉野川）では堤防がほぼ概成しているが、岩津上流（吉野川）では未だ無堤状態の箇所が
多く残っており、度々浸水被害が発生しているため、早期に本事業を行う必要がある。
 〈地域の協力体制〉
・平成16年10月洪水（台風23号）など、近年でも吉野川沿川では洪水被害を受けており、河川改修の要望
は非常に強い。

（吉野川）
戦後 大流量を記録した平成16年10月台風23号と同規模の洪水に対し吉野川の洪水氾濫による浸水被害を
防止する効果がある。
（旧吉野川・今切川）
戦後 大流量を記録した昭和50年8月台風6号と同規模の洪水に対し旧吉野川・今切川の洪水氾濫による浸水被
害を防止する効果がある。

年平均浸水軽減戸数 ： 1 ,228戸
年平均浸水軽減面積 ： 303ha

基準年度

現在までに下記のようなコスト縮減を実施しており、今後も引き続き実施する予定である。
・堤脚水路を現場打ちコンクリートからプレキャスト製品に変更
・盛土材料に建設発生土を有効利用　など

継続

地域住民が安心して暮らせる環境を早急に整えるため、洪水被害を防止・軽減する必要がある。

その他

-

対応方針

・吉野川流域は多くの無堤部を抱え過去から洪水被害が多発。近年では平成16年10月台風23号（戦後 大
流量）により甚大な被害が発生。想定氾濫区域内には、国道11号、55号等の幹線道路、徳島空港等の重要
な公共施設等が存在し、資産状況等も増加傾向にある。

事業の進捗状況
・上下流・左右岸バランスに配慮しながら、加茂第二地区等の無堤部対策を実施するなど、計画的な堤防
等の整備を実施している。

4.5
事業全体の
投資効果

B：総便益
（億円）

B-CC：総費用（億円）

河川局　治水課

細見　寛

767 B/C

四国地方整備局

EIRR
(%)

27 .02 ,684

平成２１年度

3,451

吉野川直轄河川改修事業

平成21年度～平成50年度

1,215 残事業費（億円）

徳島県徳島市、鳴門市、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、石井町、阿波市、吉野川市、美馬
市、つるぎ町、三好市、東みよし町

社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事業諸元
・堤防整備、輪中堤・宅地嵩上げ
・河道の掘削等

目的・必要性

 〈目的〉
・吉野川及び旧吉野川・今切川において、堤防整備、河道掘削等の事業を行い、氾濫による浸水被害を軽
減する。
 〈災害実績（吉野川流域）〉
・昭和49年9月台風18号　： 浸水戸数2,801戸、浸水面積3,144ha
・昭和50年8月台風6号　： 浸水戸数11,818戸、浸水面積7,870ha
・平成16年10月台風23号　： 浸水戸数3,316戸、浸水面積10,765ha
 〈災害発生時の影響（想定氾濫区域内）〉
・重要な公共施設等
　国道11号、28号、32号、55号、192号、県庁、市町役場、空港等
・災害時要援護者施設
　病院、老人ホーム等

平成２１年度

該当基準

事業期間

概要図（位置図）

事業名（箇所名）

対応方針理由

事業の進捗の見込み

総事業費（億円）

事業の効果等

実施箇所

便益の主な根拠

社会経済情勢等
の変化

コスト縮減や代替案立
案等の可能性
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河川の治水コストを見込んだ場合
B/C＝ 3,573億円／767億円 = 4.66 ・・・ 事業全体（対象期間：H21～H100）

摘要

建設費[現在価値化] ※1 ① 729 億円
河川(築堤、河道掘削、樹木管

理など)

維持管理費[現在価値化] ※2 ② 38 億円 河川の維持管理費

費用合計 ③=①+② 767 億円

便益[現在価値化] ※3 ④ 3,555 億円 河川改修による便益

残存価値[現在価値化] ※4 ⑤ 18 億円 施設等

効果合計 ⑥=④+⑤ 3,573 億円

費用便益比(CBR)　B/C ※5 4.7

純現在価値(NPV)　B-C ※6 2,806 億円

経済的内部収益率(EIRR) ※7 29 ％

C費用

B効果

金額等

項目 金額等 摘要

便益（一般資産） ※1 1,270 億円

便益（農作物） ※2 12 億円

便益（公共土木） ※3 2,162 億円

便益（営業停止損失） ※4 44 億円

便益（家庭における応急対策費用 ※5 44 億円

便益（事業所における応急対策費用） ※5 22 億円

合計 3,555 億円

残存価値（施設） ※6 7 億円

残存価値（土地） ※7 11 億円

合計 18 億円

効果合計 3,573 億円

被
害
額
（

治
水
）

残
存
価
値

現在価値
化を行い
算出

○修正前（公表済み） ○修正後（修正箇所を赤で示す。）

P.15‐16 費用対効果の分析結果における修正
③‐1総便益とその内訳、④費用対効果の修正に伴い、表中の数値の修正が必要となったため

金額等 適用

建設費[現在価値化] ※1 ① 729 億円
河川(築堤、河道掘削、

樹木管理など)

C費用 維持管理費[現在価値化] ※2 ② 38 億円 河川の維持管理費

費用合計 ③=①+② 767 億円

便益[現在価値化] ※3 ④ 3433 億円 河川改修による便益

B効果 残存価値[現在価値化] ※4 ⑤ 18 億円 施設等

効果合計 ⑥=④+⑤ 3451 億円

費用便益比(CBR)　B/C ※5 4.5

純現在価値(NPV)　B-C ※6 2684 億円

経済的内部収益率(EIRR) ※7 27 ％

項目 金額等 摘要

便益（一般資産）[現在価値化] ※1 1,226 億円

便益（農作物） ※2 12 億円

便益（公共土木） ※3 2,088 億円

便益（営業停止損失） ※4 43 億円

便益（家庭における応急対策費用 ※5 43 億円

便益（事業所における応急対策費用） ※5 20 億円

合計 3,433 億円

残存価値（施設） ※6 7 億円

残存価値（土地） ※7 11 億円

合計 18 億円

効果合計 3,451 億円

被
害
額
（

治
水
）

残
存
価
値

現在価値
化を行い
算出
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○修正前（公表済み）

○修正後（修正箇所を赤で示す。）

P.46 事業実施後 岩津下流 1/150規模の被害額算定表（様式‐3）における修正
①の氾濫解析で漏れていた、被害発生箇所で適切に破堤解析を行い、それに伴い②被害額の集計表も修正が必要なため

-5-



○修正前（公表済み）

P.49事業実施後 岩津上流 1/15規模の被害額算定表（様式‐3）における修正
①の氾濫解析で漏れていた、被害発生箇所で適切に破堤解析を行い、それに伴い②被害額の集計表も修正が必要なため

○修正後（修正箇所を赤で示す。）

-6-



○修正前（公表済み）

P.50事業実施後 岩津上流 1/50規模の被害額算定表（様式‐3）における修正
①の氾濫解析で漏れていた、被害発生箇所で適切に破堤解析を行い、それに伴い②被害額の集計表も修正が必要なため

○修正後（修正箇所を赤で示す。）
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○修正前（公表済み）

P.54 年平均被害軽減期待額（様式‐4）における修正
②被害額の修正によって、年平均被害軽減期待額の算出結果も修正が必要となる為

○修正後
（修正箇所を赤で示す。）
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P. 55 費用対効果（様式‐5）における修正
②被害額の修正によって、④費用対効果の算出結果も修正が必要となる為

○修正前（公表済み） ○修正後（修正箇所を赤で示す。）
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